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序     文 
 

マレーシアでは1983年以降、CBR（Community Based Rehabilitation：地域リソースを有効活用し

た障害者の社会参加促進）の概念を取り入れて障害者支援に取り組んできたものの、法整備の遅

れや市民の意識などが要因となり、障害者の社会参加に対する十分な取り組みが行われていない

状況が課題となっていました。 

そのような背景の下、国際協力機構（JICA）は、2005年7月から2008年7月の3年間「障害者福祉

プログラム強化のための能力向上プロジェクト」を実施し、障害者の自立・社会参加支援に対す

る社会福祉局の「障害の社会モデル」に基づいた施策実施能力の向上を図りました。同プロジェ

クト活動を通じて障害当事者によるセルフアドボカシーグループの結成、公共交通機関における

ユニバーサルデザインの導入、障害者の社会参加を支援するための官民連携体制が形成されるな

どさまざまな成果が見られるようになり、2008年7月にはマレーシア国初めての包括的な障害者施

策に関する法律として「障害者法」が制定され、同時に「障害者政策」と「障害者計画」が施行

されるに至りました。 

こうして障害者施策が整備されつつあるなか、JICAは2009年9月から2012年8月の3年間「障害者

の社会参加支援サービスプロジェクト（フェーズ1）」を実施し、主にジョブ・コーチ制度の確立

と障害平等研修の導入を2本柱として位置づけて活動を行いました。プロジェクト活動を通じて確

立されたジョブ・コーチ制度はさまざまな組織・機関で適用されて障害者雇用の機会を創出し、

障害平等研修もまた官民とわずさまざまな機関において障害に関する適切な理解を促進するアプ

ローチとして受け入れられつつあります。 

2010年7月にマレーシアは国連障害者の権利条約に署名しており、国家として障害者への支援を

今後より充実させることが大きな課題であるものの、依然として権利に基づいた障害者の社会参

加が保障されているとはいえない状況にあります。また、過去の関連プロジェクトの成果を受益

できる地域も限定的であり、都市部と地方における障害者をとりまく環境の格差が大きいことも

看過できない課題です。 

今般、マレーシア政府の要請のもと、これまでのJICA支援の成果をマレーシア国全土へ拡大す

ることを目的とした「障害者の社会参加支援サービスプロジェクト（フェーズ2）」を実施するた

め、2012年6月に調査団を派遣し、プロジェクトデザインの確認と今後の方向性に係る協議をC/P

である女性・家族・地域開発省をはじめとした関係機関と行いました。 

本報告書は、同調査結果を取りまとめたものであり、今後のプロジェクトの展開と、類似のプ

ロジェクトに活用されることを願うものです。 

ここに、本調査にご協力を賜りました関係各位に深甚なる敬意を表するとともに、引き続き一

層のご支援をお願いする次第です。 

 

平成24年6月 

 

独立行政法人国際協力機構 

人間開発部部長 萱島 信子 
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評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：マレーシア 案件名：障害者の社会参加支援サービスプロジ

ェクト（フェーズ2） 

分野：社会保障－障害者福祉 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部高等教育・社会保障グル

ープ社会保障課 

協力金額（予定額）：110,288千円 

協力期間 （R/D）：2012年7月6日署名 

2012年9月1日から 

2015年8月31日まで（3年間） 

先方関係機関：女性・家族・地域開発省 

日本側協力機関：厚生労働省 

１－１ 協力の背景と概要 

マレーシアは1983年以降、CBR（Community Based Rehabilitation：地域リソースを有効活用し

た障害者の社会参加促進）の概念を取り入れて障害者支援に取り組んできたものの、法整備の

遅れや市民の意識などが要因となり、障害者の社会参加に対する十分な取り組みが行われてい

ない状況にあった。 

そのような背景の下、JICAは2005年7月から2008年7月の3年間「障害者福祉プログラム強化の

ための能力向上プロジェクト」を実施し、障害者の自立・社会参加支援に対する社会福祉局の

「社会モデル」に基づいた施策実施能力の向上を図った。同プロジェクト活動を通じて障害当

事者によるセルフアドボカシーグループの結成、公共交通機関におけるユニバーサルデザイン

の導入、障害者の社会参加を支援するための官民連携体制が形成されるなど、さまざまな成果

が見られるようになり、2008年7月にはマレーシア国で初めての包括的な障害者施策に関する法

律として「障害者法」が制定され、同時に「障害者政策」と「障害者計画」が施行された。 

このように障害者施策が整備されつつあるなかで、JICAは、2009年9月から2012年8月の3年間

「障害者の社会参加支援サービスプロジェクト（フェーズ1）」（以下、フェーズ1）を実施し、

主にジョブ・コーチ制度の確立及び障害平等研修の導入を2本柱として位置づけて活動を行っ

た。プロジェクト活動を通じて確立されたジョブ・コーチ制度はさまざまな組織・機関で適用

されて障害者雇用の機会を創出し、障害平等研修もまた官民とわずさまざまな機関において障

害に関する適切な理解を促進するアプローチとして受け入れられつつある。 

他方、2010年7月にマレーシアは国連障害者の権利条約に批准しており、国家として障害者へ

の支援を今後更に充実させることが大きな課題となっているものの、依然として障害者の権利

に基づいた社会参加が保障されているとはいえない状況にある。また、過去の関連プロジェク

トの成果を受益できる地域も限定的であり、都市部と地方における障害者をとりまく環境の格

差も大きい。このように、マレーシア国では障害者支援において政策上の進展が見られるが、

その一方で、障害者の包括的な自立支援は課題の1つとして残されている。就労に関する障害者

の社会参加も極めて限られており、結果、貧困状況にある障害者の割合も非障害者に較べて高

い。こうした背景のもと、これまでの成果をパイロットエリアからマレーシア国全土へ拡大す

るとともに、ASEAN各国への成果普及も見据え、マレーシア政府よりフェーズ2の要請がなされ

たことを受けて調査を実施した。 

 

１－２ 協力内容 

（1）上位目標 

雇用に関する障害者の社会参加が促進され、改善される。 
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＜指標＞ 

① 年間150名の障害者がジョブ・コーチサービスを利用し雇用される 

② 50％のジョブ・コーチサービス利用者が6カ月後も継続雇用されている 

③ 年間120名のジョブ・コーチが育成される 

④ ジョブ・コーチサービスを利用する企業の数が年10％増加する 

 

（2）プロジェクト目標 

援助付き雇用の一環であるジョブ・コーチプログラムの持続的発展のための体制が確立

され、ジョブ・コーチプログラムが適切な障害理解とともに全国で実施される。 

＜指標＞ 

① 220名の障害者がジョブ・コーチサービスを利用し雇用される 

② 30団体がジョブ・コーチサービスを活用する 

③ 毎年200,000RM（最低額）がジョブ・コーチプログラムに予算配分される 

④ ジョブ・コーチネットワークマレーシア（JCNM）のジョブ・コーチプログラムに関す

る組織としての位置づけが明確になる 

⑤ 15団体が自らの財源を用いて障害平等研修を実施する 

⑥ ジョブ・コーチ及び障害平等研修に関する情報の普及活動が5回実施される（スタディ

ツアーの受入れ、国際セミナーや会議での発表、出版物等） 

 

（3）成果 

＜成果1-1＞ 

マレーシア国全土でジョブ・コーチサービスプログラムが持続的に運用される。 

＜指標＞ 

① ジョブ・コーチプログラムが6地域（中部、北部、東部、南部、サバ、サラワク）で実

施される 

② 地域ごとにパートナー団体（NGO、民間企業各3団体ずつ）が特定される 

③ 各地域で40名の障害者（サバ、サラワクは30名）が雇用される 

 

＜成果1-2＞ 

マレーシア国全土でジョブ・コーチサービスプログラムが持続的に運用される。 

＜指標＞ 

① 200名のジョブ・コーチが育成される 

② 18名のジョブ・コーチトレーナーが育成される 

③ 6名のジョブ・コーチシニアトレーナーが育成される 

④ ジョブ・コーチに関する研修6コースが毎年実施される 

 

＜成果1-3＞ 

JCNMがジョブ・コーチプログラムの主要実施機関として強化される。 

＜指標＞ 

① JCNMの組織体制が明確化される 

② JCNMの年次活動計画が策定され、実施される 

 

＜成果2＞ 

障害平等研修が民間セクターや他機関の適切な障害理解の向上のために活用される。 
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＜指標＞ 

① 障害平等研修シニアトレーナーと障害平等研修トレーナーがそれぞれ、12名、42名育

成される 

② 100企業がプロジェクトで実施する障害平等研修に参加する 

③ 平均80％以上の障害平等研修参加者がその内容に満足する 

 

＜成果3＞ 

ジョブ・コーチプログラムと障害平等研修の実施をとおして得た教訓をさまざまな手段で

周辺地域と共有する。 

＜指標＞ 

① マレーシアのジョブ・コーチシニアトレーナーと障害平等研修シニアトレーナーが域

内活動を実施する十分な能力と技能を習得する 

② 5カ国20名が障害平等研修トレーナー育成研修に参加する 

③ 5カ国30名がジョブ・コーチ域内セミナーに参加する 

④ 障害平等研修とジョブ・コーチのホームページが月2回更新される 

 

（4）投入（予定） 

1）日本側 

長期専門家派遣：2名 

短期専門家派遣：障害平等研修、援助付き雇用、ジョブコーチ 

研修員受入：18名 

現地活動費 

 

2）マレーシア側 

カウンターパート配置 

プロジェクトオフィス提供 

プロジェクト活動経費 

 

２．評価調査団の概要 

調査者 担当業務 氏 名 所属先 

団長/総括 大久保 恭子 JICA マレーシア事務所 次長 

公的雇用政策 荒木 勲 厚生労働省大臣官房国際課 派遣・研修係長 

障害者雇用 春名 由一郎 高齢・障害・求職者雇用支援機構 主任研究員

協力企画 清水 貴 JICA人間開発部社会保障課 専門嘱託 

評価分析 西村 久美子 コーエイ総合研究所 研究員 

調査期間 2012年6月17日～2012年6月23日 評価種類：詳細計画策定調査 

３．評価結果の概要 

本プロジェクトを実施するにあたり、今回の調査において判明した情報をDAC評価5項目に

沿って以下に要約する。 

（1）妥当性 

本プロジェクトは、以下に示すとおりマレーシア国政府の政策及びニーズ、そして、わ

が国の援助政策との整合性を確保しており、またプロジェクト目標達成の手段も適切であ
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ることから、妥当性が高いと判断できる。 

1）マレーシア国政府の政策との整合性 

政府開発計画である「マレーシア第10次5カ年計画（2011～2015）」における、6つの「国

家重点達成分野」のうちの1つに「低所得者の生活水準引き上げ」が定められている。低

所得者が多い障害者就労の拡充による社会参加促進は、上記計画の達成に寄与するもの

である。 

また、女性・家族・地域開発省が策定した「障害者行動計画（2008～2012）」ではジョ

ブ・コーチと障害啓発の推進が含まれている。よって、本プロジェクト目標はマレーシ

アの障害者支援にかかる政策と合致している。 

マレーシアの国内事情に目を向けると、現在、政府は失業率改善のために外国人労働

者を制限する政策を進めており、国内の人材で雇用したいという企業の意向とプロジェ

クト目標は合致している。また、CSR（企業の社会的責任）の一環として障害者雇用を推

進したい企業も一定数あると予想される。 

 

（2）わが国援助政策との整合性 

わが国の「対マレーシア国別援助方針」において、「先進国入りに向けた均衡のとれた

発展の支援」が重点分野の1つに挙げられており、本プロジェクトは、現在実施中の「国

民生活向上プログラム」に位置づけられる。 

 

（3）マレーシア及びターゲットグループのニーズとの整合性 

マレーシアでは、依然障害者の保護・回復に焦点をあてた障害の「医療モデル」が主

流であるが、今後は障害者の権利及び社会参加を基軸とした「社会モデル」の視点を強

化することが求められている。本プロジェクトは、ジョブ・コーチ及び障害平等研修を

通じ「障害の社会モデル」を実践する内容となっており、上記ニーズに合致している。

また、障害者の経済的エンパワメントという視点に関して、社会福祉局が1995年に実

施した障害者をとりまく経済状態に関する調査によると（CBRセンター1利用者がいる666

世帯を対象）、1995年当時の貧困ラインにおいて、障害者がいる世帯の58％が貧困ライン

以下の生活環境にあり、全国世帯平均（8.9％）よりも非常に高い数値を示している2。ま

た、「２－１ 事業の背景と必要性」で述べたとおり、就労に関する障害者の社会参加は

極めて限定的であることから、本プロジェクト目標は、ターゲットグループである障害

者のニーズに合致していると判断できる。 

フェーズ1では、援助付き雇用の一環としてのジョブ・コーチの活用を、主に首都圏に

てパイロット的に実践し、そのインパクトは確認されている。障害者の置かれている状

況が更に困難であることが予想される地方においてジョブ・コーチプログラムを展開し、

就労にかかる障害者の社会参加の推進に取り組む本プロジェクトは、ターゲットグルー

プのニーズと合致している。 

本プロジェクトでは、ジョブ・コーチプログラムの全国展開に関して、地域に根ざし

て活動を展開するCBRセンターを活用する予定である。CBRセンターは社会福祉局下の

組織として位置づけられており、全国409カ所にあることから、ジョブ・コーチプログラ

ムの全国展開を行う手段として適切である。 

 

                                                        
1 マレーシアには「CBR（マレー語で PDK）」と呼ばれる障害者の地域生活を支援するセンターを政府が全国に展開している。本報告

書では理念としての「CBR」と区別するために同センターを「CBRセンター」と記載する。 
2 久野研二「第 5章 マレーシアの障害者の生計」、森壮也編『途上国障害者の貧困削減』、岩波書店 2010年 11月, p155 
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（2）有効性 

フェーズ1でパイロット地域にてその成果が確認された援助付き雇用のためのジョブ・コ

ーチが、マレーシア国内で発展的に実践されるには、相手国側のジョブ・コーチプログラ

ム実施体制を整える取り組みが必要である。具体的には、ジョブ・コーチ助成制度の持続

的全国展開、ジョブ・コーチに係る人材育成、そしてジョブ・コーチプログラムの主要実

施機関であるJCNMの組織強化に関する取り組みが求められる。同時に、障害者就労は関係

者・機関が「社会モデル」に基づいた障害理解をもって行われることが肝要であり、その

手段として障害平等研修の活用は有効である。加えて、マレーシアでの教訓を周辺国と共

有することにより、援助付き雇用と適切な障害理解の促進を図る。これら活動の成果によ

り、ジョブ・コーチプログラムの持続的発展の体制を確立し、雇用に関する障害者の社会

参加促進をめざす本プロジェクトは、有効性が高いと判断できる。 

 

（3）効率性 

本プロジェクトでは、ジョブ・コーチ及び障害平等研修に係るトレーナー及びシニアト

レーナーの育成を行う。また、ジョブ・コーチ研修と障害平等研修の実施については、主

に現地のNGOやCBRセンター、企業の取り組みを側面的に支援する。上記研修の実施費用

は、実施者が負担する仕組みがフェーズ1で確立されている。よって、本プロジェクトでは

最小のインプットで多面的な効果の発現が見込まれる。 

また、全国にある既存のCBRセンターを活用することにより、効率的なジョブ・コーチ

の育成が可能であり、よってジョブ・コーチプログラムの効率的な全国展開が見込まれる。

加えて、他省庁（労働局等）やNGO、企業との連携を図ることにより、プロジェクト成果

の効率的かつ多面的な広がりが期待される。 

 

（4）インパクト 

（1）上位目標達成の見通し 

本プロジェクトにおいて、ジョブ・コーチプログラム及び障害平等研修がマレーシア

国内の人材により持続発展的に実施される体制が確立されることにより、上位目標の実

現が見込まれる。加えて、本プロジェクトを通して、他省庁やNGO、企業等、多様な機

関との連携が促進されることにより、雇用に関する障害者の社会参加へのより大きなイ

ンパクトの発現が期待される。 

 

（2）波及効果 

企業がジョブ・コーチ研修に参加することにより、独自に（ジョブ・コーチ助成制度

を活用せず）障害者雇用を推進するケースがフェーズ1で確認されている（例：JCNMの

メンバーにもなっているGiant3）。フェーズ2においても、引続き同様のインパクトは拡大

の見込みである。また、協力関係にある労働災害保険機構（SOCSO）は、ジョブ・コー

チのアプローチを活用し労災者の再就職支援を行っており、その効果はフェーズ2におい

ても更なる広がりが期待される。 

中・長期的には、ジョブ・コーチ研修や障害平等研修を通じ、個人の障害に対する意

識変革が促進されるとともに、障害者就労が促進されることにより、障害をもたない人

と障害者の関わりが増え、社会の障害理解促進に対してもインパクトを与えることが期

待される。 

                                                        
3 Giant：マレーシア国全土に展開している小売店チェーン。 
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（5）持続性 

（1）政策・制度面 

マレーシア国は2010年に国連障害者の権利条約を批准しており、同条約が推進する「障

害の社会モデル」に基づく障害者の就労にかかる支援は、今後も継続的に発展していく

と予想される。そして福祉局が掲げる現行の「障害者行動計画」は2012年で終了し、「次

期計画（2013～2018）」が策定予定であることから、現行計画の評価と次期計画策定への

プロジェクトの積極的関与が肝要である。 

 

（2）組織・財政面 

カウンターパート（C/P）である社会福祉局は、ジョブ・コーチプログラムの持続的な

全国展開に対し意欲を示しており、オーナーシップも確保されていることが、本現地調

査中に確認された。 

今後の課題として、JCNMの組織的位置づけや機能を明確にする際に、ジョブ・コーチ

プログラムに関する予算措置並びにカウンターパート機関のJCNMに対する将来的な関

与とその内容についても明確にする必要がある。JCNMは、JICA協力終了後のジョブ・コ

ーチプログラムの持続的発展に重要な役割をもつため、プロジェクト開始のできるだけ

早い段階でJCNMの組織づくりに関するロードマップを策定し、十分な組織強化に取り組

む必要がある。 

 

（3）技術面 

本プロジェクト期間中に、ジョブ・コーチ及び障害平等研修のトレーナー人材育成を

マレーシア国内のリソースのみで実施できる体制を整える計画であり、協力終了後にお

いてもジョブ・コーチ及び障害平等研修の両方において持続的発展が見込まれる。 

 

（6）結論 

適切な障害理解に基づくジョブ・コーチプログラムの持続的発展のための体制を確立し、

将来的には雇用に関する障害者の社会参加促進をめざす本プロジェクトは、マレーシア国

及びわが国の政策との整合性を確保しており、また相手国政府並びにターゲットグループ

のニーズとも合致していることから、妥当性は高いと判断できる。 

また、ジョブ・コーチプログラムの持続的発展のための体制確立には、ジョブ・コーチ

助成制度の持続的全国展開、ジョブ・コーチに係る人材育成、そしてジョブ・コーチプロ

グラムの主要実施機関であるJCNMの組織強化が必要であり、加えて適切な障害理解促進の

ための障害平等研修の活用が求められる。これら成果を掲げプロジェクト目標の達成をめ

ざす本プロジェクトは有効性が高い。 

効率性に関しても、フェーズ1で構築された関係機関とのネットワークや、既存の組織・

体制を活用する予定であることから、効率的かつ多面的な効果の発現が期待される。 

また、本プロジェクトでは、他省庁やNGO、企業等、多様な機関との連携促進による相

乗効果により、雇用に関する障害者の社会参加へのより大きなインパクトの発現が見込ま

れる。加えて、企業独自の障害者雇用に関する取り組みや、個人そして社会に対する障害

理解促進に対する波及効果も期待される。 

持続性については、政策面、技術面においてある一程度の確保が見込まれる。他方、組

織面に関しては、ジョブ・コーチプログラム実施の主要機関となる予定であるJCNMの組織

的位置づけに関し未確定な要素が少なくないため、持続性確保のためには、人・物・資金

の観点からJCNMの十分な組織強化に取り組む必要がある。 

本プロジェクトは、2005年から開始された「障害者福祉プログラム強化のための能力向
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上プロジェクト」からみると、実質フェーズ3という性質上、プロジェクト開始段階から、

持続性の確保を見据えた取り組みが肝要であり、C/P並びに関係機関のオーナーシップの醸

成を優先とした活動展開が望まれる。ジョブ・コーチ及び障害平等研修という手法を用い

て、「社会モデル」を実践し障害者の権利を確保する本プロジェクトでの取り組みは、マレ

ーシアのみならず周辺国におけるモデルプロジェクトであり、今後の障害者支援に対し多

くの教訓や示唆を与えるものである。 
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第１章 詳細計画策定評価調査の概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

マレーシア政府は1983年以降、CBR（Community Based Rehabilitation：地域リソースを有効活用

した障害者の社会参加促進）の概念を取り入れて障害者支援に取り組んできた。100名以上の福祉

分野の青年海外協力隊員による活動も功を奏し、公衆衛生面やCBR実施によるリハビリテーショ

ンは大きく改善されてきた。他方、障害者の自立のための包括的な支援や社会参加そのものを直

接支援していくための取り組みは不十分であり、多くの障害者が社会参加の機会を逸している。 

これらの状況を改善するために、2003年に障害者福祉を所管する国家統一社会福祉省（当時）

のキャパシティビルディングを中心とした技術協力プロジェクトが要請され、2005年7月から2008

年7月の3年間「障害者福祉プログラム強化のための能力向上計画プロジェクト」が実施された。 

このプロジェクトにおいて、障害分野の基本的な枠組みとなる障害の「社会モデル」に基づい

た障害者政策の必要性が理解され、障害分野の制度的枠組みとして、合理的配慮を基本的な手段

として据えた障害者の権利保障を中心とする「障害者法（2008）」「障害者政策」及び「障害者行

動計画（2007～2012）」といった障害者福祉のグランド・デザインが形成された。プロジェクトを

通じ、これらの制度を実現していくための具体的な事業（サービス）として、自立生活センター

の設立、支援付き就労（ジョブ・コーチ）事業や障害平等研修などの人材とモデルが形成され、

社会福祉局が保護やリハビリテーションだけではなく社会参加促進を直接支援するための取り組

みがなされた。 

この成果を受け、2008年に女性・家族・地域開発省（省庁再編後における障害者福祉分野の管

轄省庁）社会福祉局から就労と障害平等研修に焦点をあてた協力が要請され、2009年から「障害

者の社会参加支援サービスプロジェクト（フェーズ1）」が実施されることとなった。 

本プロジェクトは障害者雇用にかかる人材育成や公的制度の構築、そして適切な障害理解の促

進に焦点をあてて活動を行い、結果としてさまざまな業種における障害者雇用の促進、省庁や民

間企業における障害平等研修の実施など数々の成果がみられた。 

マレーシア政府は、2010年7月には国連障害者の権利条約に批准しており、国家としての障害者

支援への取り組みが一層求められているが、依然として障害者の権利に基づいた社会参加が保障

されているとはいえない状況にある。また、過去の関連プロジェクトの成果を受益できる地域も

限定的であり、都市部と地方における障害者をとりまく環境の格差も大きい。今般、これまでの

成果をパイロットエリアからマレーシア国全土へ拡大するとともに、ASEAN各国への成果普及も

見据え、マレーシア政府より「障害者の社会参加支援サービスプロジェクト（フェーズ2）」（2012

年7月～2015年8月）の要請がなされたことを背景に、調査を実施した。 

 

１－２ 調査団構成及び日程 

（1）調査団構成 

調査団構成は表１－１のとおりである。 
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表１－１ 調査団構成 

担当業務 氏 名 所 属 先 

団長／総括 大久保恭子 JICAマレーシア事務所 次長 

公的雇用政策 荒木 勲 厚生労働省大臣官房国際課 派遣・研修課長 

障害者雇用 春名由一郎 高齢・障害・求職者雇用支援機構 主任研究員 

協力企画 清水 貴 JICA人間開発部社会保障課 専門嘱託 

評価分析 西村久美子 株式会社コーエイ総合研究所 研究員 

 

（2）現地調査日程 

調査日程は表１－２に示すとおりである。 

 

表１－２ 調査日程 

日 曜日 調査内容 

6/17 日 成田発クアラルンプール着 

6/18 月 午前：団員打合せ 

午後：障害者雇用を行っている2企業訪問： 

14：00～15：00 Giant 

16：00～17：00 Intercontinental Hotel 

17：30～JICAマレーシア事務所表敬訪問 

6/19 火 午前：女性・家族・地域開発省 

9：30～福祉局との会議 

午後：15：30～労働局表敬 

（18：25 荒木団員・春名団員：クランタンへ出発） 

6/20 水 午前：荒木団員、春名団員：ジョブ・コーチ研修見学於クランタ

ン 

西村団員、清水団員：R/D、M/M、PDM作成作業 

午後：エアアジア（DET導入企業）訪問 

6/21 木 午前：福祉局との最終案協議 

午後：JCNM（ジョブ・コーチネットワーク）担当聞き取り4名 

14：30～15：30 EPU表敬 

16：30～在マレーシア日本国大使館報告 

6/22 金 午前：女性・家族・地域開発省事務次官表敬 

午後：14：45：SOCSO（労災機構）協議 

JICAマレーシア事務所報告 

クアラルンプール発 

6/23 土 午前：成田着 
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１－３ 主要面談者 

本調査での訪問先における主要な面談者は以下のとおりである。 

（1）女性・家族・地域開発省 

・Dato’ Dr. Noorul Ainur Mohd Nur   事務次官 

・AZMAN   福祉局長 

・NORANI   福祉局副局長 

・Wan   福祉局障害者担当官 

・Swee Lan   ジョブ・コーチネットワークマレーシア（JCNM）代表 

 

（2）労働局 

・Jeffrey   労働総局長 

・Asri   労働基準局長 

 

（3）Giant（香港資本のスーパーマーケットチェーン） 

・Nesan氏   （JCNMメンバー、民間におけるジョブコーチの草分け的存在） 

・Razam氏 

・Mustaffa氏 

 

（4）Intercontinental Kuala Lumpur   （KL市内の高級ホテル） 

・Wendy氏   （本邦研修参加者） 

 

（5）Air Asia 

・Zaman氏 

・Christine氏   （障害平等研修実施団体BEATメンバー） 

 

（6）SOCSO 

・Azman   副代表 

・Gaya氏   （本邦研修参加者） 

 

（7）現プロジェクト・JICAマレーシア事務所 

・久野   専門家 

・四方   専門家 

・佐藤   マレーシア事務所長 

・大久保   美穂所員 
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１－４ 調査の方法 

本調査は、『新JICA事業評価ガイドライン：第1版』（2010年6月）に基づいて実施された。①現

フェーズの状況把握・検証を行い、②それらをDAC評価5項目による評価基準から判断し、③提言

や教訓を導き出して、次の段階にフィードバックするという枠組みの下、詳細計画策定調査とい

う時期的な性格から、プロジェクトデザインの妥当性、効率性、有効性を総合的に検証すること

が主なねらいとし、PDMをカウンターパートと協議のうえで作成した。 

評価5項目の定義は次のとおりであり、フェーズ1での経験をもとに今後の動向や実現可能性に

ついて評価することとした。 

 

表２－１ DAC評価5項目による評価の視点 

評価項目 視  点 

妥当性 開発援助と、ターゲットグループ・相手国・ドナーの優先度並びに政策・方

針との整合性の度合い。 

有効性 開発援助の目標の達成度合いを測る尺度 

効率性 インプットに対する成果（定性並びに定量的）を計測する。開発援助が期待

される結果を達成するために最もコストのかからない資源を使っているこ

とを示す経済用語。最も効率的なプロセスが採択されたかを確認するため、

通常、他のアプローチとの比較を必要とする。 

インパクト 開発援助によって直接または間接的に、意図的または意図せずに生じる、

正・負の変化。開発援助が、地域社会・経済・環境並びにその他の開発の指

標にもたらす主要な影響や効果を含む。 

持続性 ドナーによる支援が終了しても、開発援助による便益が継続するかを測る。

開発援助は、環境面でも財政面でも持続可能でなければならない。 

出所：JICA（2010）『新事業評価ガイドライン：第1版』 
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第２章 プロジェクトのデザイン 
 

２－１ 事業の背景と必要性 

（1）当該国における障害者支援セクターの現状と課題 

2011年12月時点で、女性・家族・地域開発省 社会福祉局に登録されている障害者数は359,203

人であり、総人口（2010年時点の2,840万人）の約1.26％を占めている1。他方、2010年に世界

保健機構（WHO）より発表された障害に関する世界報告書2では、世界人口の15％が心身に何

らかの障害を持つことが報告されていることから、政府登録されていない障害者が数多く存

在することが推察される。 

マレーシア政府は1983年以降、CBR（Community Based Rehabilitation：地域リソースを有効

活用した障害者の社会参加促進）の概念を取り入れ障害者支援に取り組んでおり、2008年7月

にはマレーシア国では包括的な障害者施策に関する初めての法律として、「障害者法」が制定

された。これと同時に、「障害者政策」と「障害者行動計画（2008～2012）」が施行された。

また、国連障害者権利条約に2008年4月8日に署名、2010年7月19日には批准しており、国家と

しての障害者支援への取り組みが始まっている。 

このように、マレーシア国では障害者支援において政策上の進展が見られるが、その一方

で、障害者の包括的な自立とそのための支援は課題の1つとして残されている。就労に関する

障害者の社会参加も極めて限られており、結果、貧困状況にある障害者の割合は高い。障害

者の就労に関する限定的な統計データであるが、政府登録されている就労年齢15歳から59歳

の障害者のうち、障害者就労支援金3を得ている障害者は約23％である4。また、民間企業で雇

用されている身体障害者の割合は政府登録されている障害者の3.92％という統計もある（2004

年）5。政府登録されていない障害者も相当数存在することから、障害者のほとんどが雇用に

関する社会参加の機会をもてない状況であることが推測される。特に視覚、聴覚、知的、精

神障害者に関しては、NGOが独自に取り組んでいる活動を除き、就労に関する社会参加支援

はほとんど行われていない。 

加えて、マレーシア国では依然として、障害者の保護・回復に焦点をあてた「医療モデル」

が主流だが、今後は障害者の権利及び社会参加を基軸とした「社会モデル」からの視点よる

強化が一層求められる。「社会モデル」に基づいた適切な障害理解とともに、就労に関する障

害者の社会参加が権利として保証される社会形成に取り組む必要がある。 

 

（2）フェーズ1の概要及び終了時の課題 

JICAは2009年から3年間、援助付き雇用の一環としてのジョブ・コーチの推進及び障害平等

                                                        
1 Final Report The Project to Support Participation of Persons with Disabilities in Malaysia (Draft), 2010年 5月, p13 
2 WHO (2010) World Disability Report 
3 月給が 1,200RM以下の被雇用障害者に 300RM/月が支給される。 
4 フェーズ 1プロジェクト専門家によるデータシート（Estimated Number of Job Coach Users and Necessary Number of Job Coach, 

2012年 5月） 
5 Tiun Ling Ta, Lee Lay Wah, Khoo Suet Leng. Employment of People with Disabilities in the Northern States of Peninsular Malaysia: 

Employers’ Perspective, p80  

http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CFIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fdcidj.org%2

Farticle%2Fdownload%2F28%2F36&ei=enTyT9y-IdD1mAXbl9iPBg&usg=AFQjCNEOMIa8jQ_DfxVITaIxYayAa_qAgw&sig2=4Xyg8

-hRiG5DrMTLRkU1UQ 2011年 6月 30日アクセス 
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研修の導入を2本柱とする「障害者の社会参加支援サービスプロジェクト（フェーズ1）」を実

施した。ジョブ・コーチに関しては、ジョブ・コーチ助成制度が確立されるとともに、ジョ

ブ・コーチに係る人材育成研修の実施体制が整い、主に首都近郊地域において一定の成果が

上げられた。また、障害平等研修に関しては、公的機関や民間企業の職員研修としてマレー

シアだけでなく周辺国においても障害に関する適切な理解を促進するアプローチとして受け

入れられつつある。 

今後、これらの成果をマレーシア国全土及びASEANの他国において拡大するためには、ジ

ョブ・コーチ及び障害平等研修それぞれの持続的発展のための実施体制の確立が必要である。

フェーズ1では本邦のリソースを活用して育成していたジョブ・コーチトレーナーをフェーズ2

ではマレーシア国内で育成できるよう、ジョブ・コーチシニアトレーナーの育成を行う。ジ

ョブ・コーチプログラムの実施面においても、マレーシア国全土で就労を希望する障害者が

公的な支援としてのジョブ・コーチプログラムを活用できるような体制を構築する。障害平

等研修においては、トレーナー研修コースを補佐するコ・ファシリテーターの育成がフェー

ズ1で達成されているが、トレーナー研修を独自で実施するメイン・ファシリテーターの育成

をフェーズ2の目標とし、障害平等研修を提供する団体のキャパシティビルディングも併わせ

て取り組む。 

 

（3）当該国における障害者支援セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

政府開発計画である「マレーシア第10次5カ年計画（2011～2015）」における、6つの「国家

重点達成分野」のうちの1つに「低所得者の生活水準引き上げ」が定められている。また、「障

害者行動計画（2008～2012）」ではジョブ・コーチと障害啓発の推進が含まれている。よって、

本プロジェクト目標はマレーシアの障害者支援に係る政策と合致している。 

 

（4）障害者支援セクターに対するわが国及びJICAの援助方針と実績 

わが国の「対マレーシア国別援助方針」において、「先進国入りに向けた均衡のとれた発展

の支援」が重点分野の1つに挙げられており、本プロジェクトは、現在実施中の「国民生活向

上プログラム」に位置づけられる。 

JICAはこれまで「障害者福祉プログラム強化のための能力向上プロジェクト（2005～2008

年）」、「障害者の社会参加支援サービスプロジェクト（フェーズ1）（2009～2012年）」を通じ

て同国における障害者の社会参加を支援してきた実績がある。 

（5）他の援助機関の対応 

2008年から2010年まで国連開発計画（UNDP）がジョホール州において障害者雇用促進を目

的としたプロジェクトを実施していた。2012年6月時点において、他ドナーによる同分野への

支援活動は行われていない。 

 

２－２ 事業概要 

（1）事業目的 

本事業は、マレーシア国において、ジョブ・コーチプログラム並びに障害平等研修の持続

的発展のための体制の確立を行うことにより、援助付き雇用の一環であるジョブ・コーチプ

ログラムが適切な障害理解とともに全国で実施されることを図り、もって雇用に関する障害
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者の社会参加促進及び改善に寄与するものである。 

 

（2）プロジェクトサイト/対象地域名 

マレーシア国全土 

［ジョブ・コーチプログラムに関してはマレーシア国全土を6地域に分けて活動を実施（中

部、北部、東部、南部、サバ、サラワク）］ 

 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

障害者、障害者の家族、雇用主 

 

（4）事業スケジュール（協力期間） 

2012年9月～2015年8月 

 

（5）総事業費（日本側） 

約1.1億円 

 

（6）相手国側実施機関 

女性・家族・地域開発省、社会福祉局、障害者開発局 

 

（7）投入（インプット） 

1）日本側 

① 長期専門家：チーフ・アドバイザー 36人/月、関係機関連携・業務調整 36人/月 

② 短期専門家：必要に応じて障害者就労支援、障害平等研修などの分野を含む短期専門

家を2～4名派遣予定。 

③ 本邦研修：1～2コースを実施予定 

④ 第三国研修：必要に応じて実施予定 

⑤ 在外事業強化費：約2,000万円 

 

2）マレーシア側 

① カウンターパートの人材配置 

プロジェクト・ディレクター（女性・家族・地域開発省事務次官） 

プロジェクト・マネジャー（社会福祉局局長） 

プロジェクト・マネジャー補佐（障害者開発局局長） 

② プロジェクト実施に必要な執務室及び施設設備の提供 

③ その他 （a）運営・経常費用、（b）電気、水道等の運用費、（c）その他 

 

（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1）環境に対する影響/用地取得・住民移転 

① カテゴリー分類 C 

② カテゴリー分類の根拠：本事業による環境への影響等はない。 
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2）ジェンダー・平等推進/平和構築・貧困削減 

障害をもつ女性、貧困世帯の障害者にも等しくプロジェクト成果が裨益するよう、マレ

ーシア国で同分野を担当する女性・家族・地域開発省をカウンターパート（C/P）としてい

る。また、マレーシア国全土を6地域に分けジョブ・コーチプログラムを展開する計画であ

り、貧困世帯の多い地方での活動も予定されている。 

 

（9）関連する援助活動 

1）わが国の援助活動 

障害者福祉分野のボランティア［青年海外協力隊（JOCV）、海外シニアボランティア（SV）］

が多数派遣されており、特に本プロジェクトにおいて連携強化を予定しているCBRセンタ

ー所属のボランティアも複数名いることから、現場レベルでの連携が見込める。 

 

2）他ドナー等の援助活動 

現在、他ドナーによる同分野の支援は行われていない。 

 

２－３ 協力の枠組み 

２－３－１ 協力概要 

（1）上位目標： 

雇用に関する障害者の社会参加が促進され、改善される。 

指標：年間150名の障害者がジョブ・コーチ助成制度（※1）を利用し雇用される6。 

・50％のジョブ・コーチ助成制度利用者が6カ月後も継続雇用されている。 

・年間120名のジョブ・コーチが育成される。 

・ジョブ・コーチ助成制度を利用する企業の数が年10％増加する。 

 

（2）プロジェクト目標： 

援助付き雇用の一環であるジョブ・コーチプログラム（※2）の持続的発展のための体制が確

立され、ジョブ・コーチプログラムが適切な障害理解とともに全国で実施される。 

指標： 

・220名の障害者がジョブ・コーチ助成制度を利用し雇用される（※3）。 

・30団体がジョブ・コーチ助成制度を活用する。 

・毎年20万RM（最低額）がジョブ・コーチプログラムに予算配分される（※3）。 

・ジョブ・コーチ・ネットワーク・マレーシア（JCNM）のジョブ・コーチプログラムに

関する組織としての位置づけが明確になる（適切な投入とともに）。 

・15団体が自らの財源を用いて障害平等研修を実施する。 

・ジョブ・コーチ及び障害平等研修に関する情報の普及活動が5回実施される（スタディ

ツアーの受入れ、国際セミナーや会議での発表、出版物等）。 

 

                                                        
6「雇用主から給与が支払われている状態」を示す。 
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【補足説明】 

※1 ジョブ・コーチ助成制度7：社会福祉局が運営するジョブ・コーチ活用のための助成制度。

障害者1名の援助付き雇用につき、ジョブ・コーチに対し上限60時間分（15RM/時間）の

経費支弁を行う。 

※2 ジョブ・コーチプログラム：社会福祉局が実施するジョブ・コーチに係る活動全体を意

味する。主な活動は①ジョブ・コーチ助成制度の運用・実施と②人材育成である。 

※3 同予算はジョブ・コーチプログラム展開のために社会福祉局に計上される予算を示す。

主に、ジョブ・コーチ助成制度の助成金への充当が想定されているが、人材育成等プロ

ジェクト活動費としての充当も可能であることが、C/Pとの協議で確認された。ジョブ・

コーチ助成制度の目標利用者数として掲げている220名は、上記予算を障害者1人当たり

の上限助成額（900RM＝60時間×15RM/時間）で割った数値（222名）である。 

 

（3）成果及び活動 

成果1：ジョブ・コーチプログラムが持続的に実施され、発展する。 

1-1 マレーシア国全土でジョブ・コーチ助成制度が持続的に運用される。 

1-2 ジョブ・コーチにかかる人材育成が持続的に行われる。 

1-3 JCNMがジョブ・コーチプログラムの主要実施機関として強化される。 

    

成果1-1 マレーシア国全土でジョブ・コーチ助成制度が持続的に運用される。 

指標： 

・ジョブ・コーチプログラムが6地域（中部、北部、東部、南部、サバ、サラワク）で実

施される（※1）。 

・地域ごとにパートナー団体（NGO、民間企業各3団体ずつ）が特定される。 

・各地域で40名の障害者（サバ、サラワクは30名）が雇用される。 

活動： 

・企業及びジョブ・コーチサービス提供団体とパートナーシップ関係を築き、マレーシ

ア国全土を6地域に分け、ジョブ・コーチプログラムを実施する（※2）。 

・ジョブ・コーチ助成制度活用の進捗と雇用定着率をモニタリングする。 

・企業及び障害者/NGO/CBRに対し広報活動を行う（※3）。 

【補足説明】 

※1 ジョブ・コーチプログラムの全国展開には、社会福祉局の監督下にあるCBRセンターの

活用が計画されている8。CBRセンターは全国に409カ所あり、CBRワーカーは1,836名、

利用者は16,042名である9。CBRワーカーの勤務時間は午前8時から午後12時であり（給与

は800RM/月）、午後12時以降ジョブ・コーチとして働くことが可能であり、またジョブ・

コーチとしての仕事は追加収入となるため、インセンティブも十分であることが想定さ

れる。 
 

                                                        
7 英語名称は「Job Coach Service Programme」 
8 フェーズ 1では、社会福祉局職員をジョブ・コーチとして活用することを検討し、研修に参加させていた。しかし、ジョブ・

コーチ専任ではないため本業とジョブ・コーチの両立は困難であることが確認された。この教訓から、フェーズ 2 では CBR

ワーカーの活用を通じ、ジョブ・コーチ助成制度の全国展開を計画している。 
9 JICA、「ベースライン調査報告書 マレーシア国障害者の社会参加プロジェクト」、2010年 5月, p9 
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※2 各地域におけるジョブ・コーチプログラムに関し、以下の実施展開を予定している。 

① 雇用主並びにジョブ・コーチサービス提供者に成り得る人を対象とした障害平等研

修及びジョブ・コーチに関するセミナーの実施（150～200名の参加者を想定） 

② ジョブ・コーチ基礎研修（5日間）の実施（35～40名の参加者を想定） 

③ ジョブ・コーチ助成制度の実施 

④ モニタリング・評価 

※3 ジョブ・コーチ助成制度の利用者数を増加させるためには、雇用に関する障害者の権利

やジョブ・コーチの有効性等に関する理解向上が必要である。 

 

成果1-2 ジョブ・コーチに係る人材育成が持続的に行われる。 

指標： 

・200名のジョブ・コーチが育成される。 

・18名のジョブ・コーチトレーナーが育成される（※1）。 

・6名のジョブ・コーチシニアトレーナーが育成される（※2）。 

・ジョブ・コーチに関する研修6コースが毎年実施される。 

活動： 

・政府機関、民間企業、NGOを含むすべての関連機関に対しジョブ・コーチ研修を実施

する（※3）。 

・ジョブ・コーチトレーナー、シニアトレーナー研修を実施する。 

・ジョブ・コーチシニアトレーナー研修のモジュールを開発する。 

【補足説明】 

※1 本邦研修並びに短期専門家による研修を通じ育成する。本邦研修は計3回実施、各研修に

6名のトレーナー候補を派遣する予定。 

※2 短期専門家による研修を通じ、ジョブ・コーチトレーナーの中から6名をシニアトレーナ

ーとして育成する。 

※3 フェーズ1にて、ジョブ・コーチ育成研修の実施体制が以下3機関に整っており、研修実

施費用は各実施機関が負担する。 

① マレーシア社会機関（女性・家族・社会開発省下）：政府向け 

② 社会開発福祉協会：NGO及びCBR向け 

③ JCNM：企業向け（実施費用負担は企業） 

 

成果1-3 ジョブ・コーチ・ネットワーク・マレーシア（JCNM）（※1）がジョブ・コーチプログラ

ムの主要実施機関として強化される。 

指標： 

・JCNMの組織体制が明確化される。 

・JCNMの年次活動計画が策定、実施される。 

活動： 

・ジョブ・コーチプログラムの実施・調整機関としてJCNMを組織強化する。 

・JCNMの位置づけ、組織体制、機能を明確にする。 



 

－11－ 

【補足説明】 

※1 JCNMは、ジョブ・コーチトレーナーのネットワーク団体であり、2012年6月時点では社

会福祉局傘下に位置づけられている。今後の組織的位置づけについて、現行のままとす

るか、独立させNGOとするかどうか社会福祉局内で検討がなされている。 

 

成果2：障害平等研修が民間セクターや他機関の適切な障害理解の向上のために活用される。 

指標： 

・障害平等研修トレーナーが42名、シニアトレーナーが12名育成される。 

・100企業がプロジェクトが実施する障害平等研修に参加する。 

・障害平等研修及びジョブ・コーチセミナーに参加した20％の企業がジョブ・コーチ助

成制度を利用して障害者を雇用する。 

・平均80％以上の障害平等研修参加者がその内容に満足する。 

活動： 

・民間企業や団体に対し障害平等研修を実施する。 

・障害平等研修トレーナー、シニアトレーナーを育成する。 

・障害平等研修を提供する団体（※1）を強化する。 

【補足説明】 

※1 障害平等研修を提供する団体として、Barrier-Free Environment and Accessible Transport

（BEAT）を想定している（詳細は「２－３－４ 関係機関の概要」を参照）。 

 

成果3：ジョブ・コーチと障害平等研修の実施を通じ得た教訓を周辺地域と共有する（※1）。 

指標： 

・マレーシアのジョブ・コーチシニアトレーナーと障害平等研修シニアトレーナーが域

内活動を実施する十分な能力と技能を習得する。 

・5カ国20名が障害平等研修トレーナー育成研修に参加する（※2）。 

・5カ国30名がジョブ・コーチ域内セミナーに参加する。 

・障害平等研修とジョブ・コーチのホームページが月2回更新される。 

活動： 

・障害平等研修トレーナーの域内研修を実施する。 

・ジョブ・コーチと援助付き雇用に関する域内セミナーを実施する。 

・ジョブ・コーチと障害平等研修に関する情報の普及活動を行う。 

【補足】 

※1 成果3は、障害者の就労支援に係るマレーシア国での知見を、マレーシア国自らが周辺国

と共有することをめざす。ここでの活動により、マレーシア国内のジョブ・コーチ及び

障害平等研修に係る人材の強化を図り、ジョブ・コーチプログラムの持続的発展のため

の体制確立に寄与することが期待されている。 

※2 「障害者福祉プログラム強化のための能力向上プロジェクト（2005～2008年）」及びフェ

ーズ1で関わっていない国を積極的に域内研修の対象とすることが、現地調査期間中の

C/Pとの協議で合意された。 
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２－３－２ 前提条件及び外部条件 

（1）事業実施のための前提条件 

C/P及び関連機関において十分な人的資源、予算が確保される。 

現地調査期間中、社会福祉局により以下の予算がジョブ・コーチプログラムのために確

保されていることが確認された。なお、これら予算はCBR事業予算の中に計上されている。 

    

2011年度  30,000 RM 

2012年度 148,000 RM 

2013年度 400,000 RM 

※2011年度予算の残余は、スラヤンCBRセンターに予算を執行しており、2012年度に

おける支出は同センターからジョブ・コーチプログラムに必要な額を支出すること

が可能であるとのこと。 

※2013年度分に関しては、女性・家族・地域開発省のBudget Review Officerに口頭で了

承を得ているのみ。 

 

（2）成果達成のための外部条件 

・予算及びその他の投入がプロジェクト期間を通じて確保される。 

・社会福祉局及びその他の関連機関がジョブ・コーチと障害平等研修の実施に関し建設的に

協働する。 

 

（3）プロジェクト目標達成のための外部条件 

雇用、障害に関する政策及び計画は変更しない、または改善される。 

 

（4）上位目標達成のための外部条件 

雇用、障害に関する状況が悪化しない。 

 

２－３－３ プロジェクト実施体制 

C/Pである女性・家族・地域開発省社会福祉局が、事業の総監督と進捗管理を行う。同省の事

務次官がプロジェクト・ディレクターを担い、プロジェクト全体に責任をもつ。また、社会福

祉局局長がプロジェクト・マネジャーを、障害者開発局局長がプロジェクト・マネジャー補佐

を担う。プロジェクトの各アウトプットに対し、Senior Assistant DirectorまたはAssistant Director

を担当職員として任命する。なお、本プロジェクト期間中に研修に参加する職員の移動は極力

控えるよう、または異動後もプロジェクト目標達成の貢献人材として活用可能な体制を整える

よう、調査団からC/Pに依頼し、合意を得た。 

JICAプロジェクトチームは、長期専門家であるチーフ・アドバイザー及び関係機関連携・業

務調整の2名がプロジェクト実施・運営に関し、C/Pに適宜助言を行う。また、ジョブ・コーチ

並びに障害平等研修に関し短期専門家を投入する。 

各アウトプットの達成には協力機関との連携が必須である。フェーズ1において、既に各協力

機関との友好な関係構築がなされており、これら機関との建設的な連携が高い成果の達成に寄

与したことが確認された。フェーズ2においても、協力機関との更なる連携活動が期待されると
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ともに、プロジェクト目標達成に向け、新たな協力機関の発掘、連携促進が望まれる。各協力

機関の詳細については「２－３－４ 関係機関の概要」に記載する。 

プロジェクト実施体制の全体像は図－１のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ プロジェクト実施体制 

 

２－３－４ 関係機関の概要 

（1）女性・家族・地域開発省社会福祉局 

女性・家族・地域開発省の組織図は図－２のとおり。社会福祉局は5つある部局の1つで

あり、障害者福祉を担当する障害者開発局は、社会福祉局下に位置づけられている。社会

福祉局は州レベル及び群レベルに事務所を持ち、各事務所にはCBR担当者及び障害者就労

担当者が配置されており、どちらかがJob Placement Officerの役割を担っている。 

社会福祉局の主な役割は、障害者登録されている障害者に対する福祉サービスの提供で

ある10。また社会福祉局は、2008年の障害者法制定に伴い設置された国家評議委員会11の事

務局機能も担う。 

 

                                                        
10 社会福祉局により提供される障害者福祉サービスに関する詳細は、「ベースライン調査報告書 マレーシア国障害者の社会参

加支援プロジェクト（2010年 5月）」p9-p11を参照。 
11 6つの作業部会からなる（①交通アクセス、②ユニバーサルデザイン、③保健、④就労、⑤教育、⑥登録）。 

 

プロジェクト・ディレクター：

女性・家族・地域開発省事務次官（Secretary General）

（プロジェクト全体に対し責任を持つ）

プロジェクト・マネージャー：

社会福祉局局長（Director General）

（プロジェクト目標に対し責任を持つ）

プロジェクト・マネージャー補佐：

障害者開発局長（Director）

（プロジェクト全体に対し責任を持つ）

Senior Assistant Director
（アウトプット１

ジョブ・コーチプログラム）

（協力機関）
労働局、社会福祉局地域
事務所、CBRセンター、
NGO、企業、SOCSO、

JCNM、マレーシア社会機
関、社会開発福祉協会

Assistant Director 
（アウトプット２
DET担当）

（協力機関）
NGO、企業

Assistant Director
（アウトプット３
域内活動)

（協力機関）
JCNM、DET関連

NGO

JICA

プロジェクト
チーム

プロジェクトチーム

社会福祉局
プロジェクト
チーム

プロジェクト・マネジャー： 

プロジェクト・マネジャー補佐： 
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出典：フェーズ1プロジェクト専門家より入手（2011年11月時点） 

 

図－２ 女性・家族・地域開発省組織図 

 

（2）労働局（Department of Labour） 

人的資源省（Ministry of Human Resources）下にある部局であり、障害者を含む民間部門

の雇用を管轄している。フェーズ1での働きかけにより、同省に設置されている「人的資源

開発基金（HRDF）」に加盟している企業に関しては、社員教育の一環としてジョブ・コー

チ導入にかかる経費に対し同基金より支弁することが可能となった。 

現地調査中の労働局との協議にて、フェーズ1に引続きフェーズ2においてもJCCメンバー

としてプロジェクトに参加いただく旨、合意を得た。障害者の民間部門における雇用を管
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轄している労働局との更なる連携促進が求められる。 

 

（3）労働災害保険機構（SOCSO） 

人的資源省が100％出資する外郭団体であり、労災者の職場復帰を支援する「Return to 

Work Programme」の実施機関である。ケースワーカーが35名、ジョブ・プレースメントオ

フィサーが6名勤務しており、マレーシア国全土に46カ所の支所をもつ。フェーズ1にてジ

ョブ・コーチトレーナー研修に職員が参加しており、「Return to Work Programme」において

ジョブ・コーチのアプローチを活用している。 

フェーズ1では、地方でのジョブ・コーチ研修実施にあたって現地の企業を紹介してもら

うなどの協力を得たり、同機構を通じジョブ・コーチや障害平等研修を広く企業に紹介す

るなど、効果的な連携活動が行われている。SOCSOは民間企業とのつながりが強いため、

フェーズ2においても引続き連携強化を図ることが望ましい。 

 

（4）ジョブ・コーチ・ネットワーク・マレーシア（Job Coach Network Malaysia：JCNM） 

JCNMは、フェーズ1の支援を得て社会福祉局により2008年に設立されたジョブ・コーチ

トレーナーのネットワーク団体である。メンバー数は15名、内訳は社会福祉局職員4名、

SOCSO職員4名、NGO職員5名、民間企業職員1名、フェーズ1のローカルコンサルタント1

名である。主な活動は①プログラム準備や研修生との調整を含むジョブ・コーチ研修の実

施・運営、②ジョブ・コーチ助成制度運用に係る手続き（申請書の処理等）、③ジョブ・コ

ーチ及びジョブ・コーチトレーナー間のネットワーキング、及び④ジョブ・コーチ研修モ

ジュールの改善である（2012年6月時点）。メンバーにより管理・運営されているホームペ

ージを持つ（http：//www.jobcoachmalaysia.com/index.html 2012年6月29日アクセス）。 

本調査時点では、JCNMは社会福祉局傘下にあるが、今後の組織的位置づけに関し社会福

祉局内で検討がなされている（現行の体制とするか、または独立NGOとするか）。C/Pは2012

年度中に方向性を決定したいという意向をもっており、フェーズ2にてジョブ・コーチ助成

制度展開におけるJCNMの役割や体制、社会福祉局の関わりなどを明確にしていく必要があ

る。 

 

（5）Barrier-free Environment and Accessible Transport（BEAT） 

BEATは、障害平等研修トレーナーである個人やNGOによるネットワーク団体であり、フ

ェーズ1にてプロジェクトの支援を受け設立された。NGO登録の申請中であり、2012年6月

時点では承認待ちの状況である。政府機関や企業、NGOから依頼を受け障害平等研修を実

施する。なお、講師への謝金を含む研修にかかる経費は実施者が負担する12。 

BEATは、本プロジェクトにおいて障害平等研修を提供する主団体として想定されている。 

    

以下に、本プロジェクトにおける関係機関の相関関係を図－３に示す。 

                                                        
12 講師派遣費用については研修内容等を考慮し実施者と交渉の上決定される。ある企業への障害平等研修講師派遣費用は 1 時

間当たり 250RMである。 
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図－３ 関係機関相関図 

 

２－４ 今後における評価計画 

事業開始6カ月以内ベースライン調査 

事業中間時点中間レビュー（必要に応じ） 

事業終了6カ月前終了時評価 

事業終了3年後事後評価（必要に応じ） 

 

 

女性・家族・地域開発省
（CP機関）

・社会福祉分野を管轄する省庁

SOCSO
（労働災害保険機構）

人的資源省の100%出資会社（注3）

NGOs
ジョブコーチサービスの実施主体

CBR
（政府系地域福祉センター）
ジョブコーチサービスの実施主体

人的資源省
・労働分野を管轄する省庁

人的資源開発基金
・省管轄の人材育成を目的とした基金

・ジョブコーチサービス利用に助成金を
出す仕組みを現フェーズで構築

社会福祉局
・CP機関内の部局

・前フェーズのCP機関でありジョブ
コーチ制度を担当

助成制度のために連携

研修・機会の提供
ジョブコーチサービスの普及

民間セクター
・企業内ジョブコーチの設置
・障害者雇用の促進

労働局
・民間部門の雇用を担当

ジョブコーチサービス
の提供

プロジェクト
実施主体
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第３章 詳細計画策定評価調査結果 
 

３－１ 妥当性 

本プロジェクトは、以下に記述するとおりマレーシア国政府の政策及びニーズ、そして、わが

国の援助政策との整合性を確保しており、またプロジェクト目標達成の手段も適切であることか

ら、妥当性が高いと判断できる。 

 

（1）マレーシア国政府の政策との整合性 

1）政府開発計画である「マレーシア第10次5カ年計画（2011～2015）」における、6つの「国

家重点達成分野」のうちの1つに「低所得者の生活水準引き上げ」が定められている。低所

得者が多い障害者の就労に関する社会参加促進は、上記計画の達成に寄与するものである。 

2）「障害者行動計画（2008～2012）」では、ジョブ・コーチと障害啓発の推進が含まれてい

る。よって、本プロジェクト目標は、マレーシア国の障害者支援に係る政策と合致してい

る。 

 

（2）わが国援助政策との整合性 

わが国の「対マレーシア国別援助方針」において、「先進国入りに向けた均衡のとれた発展

の支援」が重点分野の1つに挙げられており、本プロジェクトは、現在実施中の「国民生活向

上プログラム」に位置づけられる。 

 

（3）マレーシア国及びターゲットグループのニーズとの整合性 

1）社会福祉局が1995年に実施した障害者をとりまく経済状態に関する調査によると（CBR

センター利用者がいる666世帯を対象）、1995年当時の貧困ラインにおいて、障害者がいる

世帯の58％が貧困ライン以下の生活環境にあり、全国世帯平均（8.9％）よりも非常に高い

数値を示している13。また、「２－１ 事業の背景と必要性」で述べたとおり、就労に関す

る障害者の社会参加は極めて限定的である。これらから、本プロジェクト目標は、ターゲ

ットグループである障害者のニーズに合致している。 

2）フェーズ1では、援助付き雇用の一環としてのジョブ・コーチの活用を、主に首都圏にて

パイロット的に実践し、そのインパクトは確認されている。障害者の置かれている状況が

更に困難であることが予想される地方においてジョブ・コーチプログラムを展開し、就労

に係る障害者の社会参加の推進に取り組む本プロジェクトは、ターゲットグループのニー

ズと合致している。 

3）外国人労働者から国内労働者に雇用がシフトしており、国内人材で労働力を充足したい

という企業の意向とプロジェクト目標は合致している。また、CSRの一環として障害者雇用

を推進したい企業も調査を通じた聞き取り調査の結果、一定数あると推測できる。 

4）マレーシアでは、依然障害者の保護・回復に焦点をあてた「医療モデル」が主流である

ことから、障害者の権利及び社会参加を基軸とした「社会モデル」の視点強化が求められ

ている。本プロジェクトは、ジョブ・コーチ及び障害平等研修を通じ「社会モデル」を実

                                                        
13 久野研二「第 5章 マレーシアの障害者の生計」、森壮也編『途上国障害者の貧困削減』、岩波書店 2010年 11月、p155 

 



 

－18－ 

践する内容となっており、上記ニーズに合致している。 

5）本プロジェクトの計画内容は、ジョブ・コーチプログラムの全国展開を図るというC/Pの

意向に沿ったものになっている。また、フェーズ1で残された課題に対する計画となってい

る。 

 

（4）その他 

1）ジョブ・コーチプログラムの全国展開を、地域に根ざした活動を展開するCBRセンター

を活用する予定である。CBRセンターは社会福祉局下の組織として位置づけられており、

全国409カ所にあることから、ジョブ・コーチプログラムの全国展開を行う手段として適切

である。 

2）2008年にUNDPにより実施された障害者の就労支援プロジェクト以降、障害者就労支援分

野において他ドナーによる支援は実施されておらず、本プロジェクトの妥当性は高いと判

断できる。 

 

３－２ 有効性 

フェーズ1でパイロット地域にて、その成果が確認された援助付き雇用のためのジョブ・コーチ

が、マレーシアで発展的に実践されるには、相手国側のジョブ・コーチプログラム実施体制を整

える取り組みが必要である。具体的には、ジョブ・コーチ助成制度の持続的全国展開、ジョブ・

コーチに係る人材育成、そしてジョブ・コーチプログラムの主要実施機関であるJCNMの組織強化

に関する取り組みが求められる。同時に、障害者就労は関係者・機関が「社会モデル」に基づい

た障害理解をもって行われることが肝要であり、その手段として、障害平等研修の活用は有効で

ある。加えて、マレーシアでの教訓を周辺国と共有することにより、援助付き雇用と適切な障害

理解の促進を図る。これら活動の成果により、ジョブ・コーチプログラムの持続的発展の体制を

確立し、雇用に関する障害者の社会参加促進をめざす本プロジェクトは、有効性が高いと判断で

きる。 

 

３－３ 効率性 

本プロジェクトでは、ジョブ・コーチ及び障害平等研修に係るトレーナー及びシニアトレーナ

ーの育成を行うとともに、ジョブ・コーチ研修と障害平等研修の実施を促進させる側面的支援を

行う。上記研修の実施費用は、実施者が負担する仕組みがフェーズ1で確立されている。よって、

本プロジェクトでは最小のインプットで多面的な効果の発現が見込まれる。 

また、全国にある既存のCBRセンターを活用することにより、効率的なジョブ・コーチの育成

が可能であり、よってジョブ・コーチプログラムの効率的な全国展開が見込まれる。加えて、他

省庁（労働局等）やNGO、企業との連携を図ることにより、プロジェクト成果の効率的かつ多面

的な広がりが期待される。 

 

３－４ インパクト 

（1）上位目標達成の見通し 

本プロジェクトにおいて、ジョブ・コーチプログラム及び障害平等研修がマレーシア国内

の人材により持続発展的に実施される体制が確立されることにより、上位目標の実現が見込
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まれる。加えて、本プロジェクトを通して、他省庁やNGO、企業等、多様な機関との連携が

促進されることにより、雇用に関する障害者の社会参加へのより大きなインパクトの発現が

期待される。 

 

（2）波及効果 

1）企業がジョブ・コーチ研修に参加することにより、独自に（ジョブ・コーチ助成制度を

活用せず）障害者雇用を推進するケースがフェーズ1で確認されている（Giantの例）。フェ

ーズ2においても、引続き同様のインパクトは拡大の見込みである。また、協力関係にある

SOCSOは、ジョブ・コーチのアプローチを活用し労災者の再就職支援を行っており、その

効果はフェーズ2においても更なる広がりが期待される。 

2）ジョブ・コーチ研修や障害平等研修を通じ、個人の障害に対する意識変革が促進され、

インクルーシブな社会形成促進へのインパクトが期待される。 

3）障害者就労が促進されることにより、障害をもたない人と障害者の関わりが増え、社会

の障害理解促進に対してもインパクトを与えることが期待される。 

 

３－５ 持続性 

（1）政策・制度面 

1）マレーシア国は、2010年に国連障害者の権利条約を批准しており、同条約が推進する「障

害の社会モデル」に基づく障害者の就労にかかる支援は、今後も継続的に発展していくと

予想される。 

2）2008年に障害者法が制定され、併せて「障害者政策」と「障害者行動計画（2008～2012）」

が施行されており、これらはマレーシア政府が長期的に障害者支援に取り組む姿勢を示し

ている。 

3）現行の「障害者行動計画」は2012年で終了し、次期計画（2013～2018）が策定予定であ

ることから、現行計画の評価と次期計画策定へのプロジェクトの積極的な関与が肝要であ

る。 

 

（2）組織・財政面 

1）C/Pである社会福祉局は、ジョブ・コーチプログラムの持続的な全国展開に対し意欲を示

しており、オーナーシップも確保されていることが、本現地調査中に確認された。 

2）JCNMの組織的位置づけや機能を明確にする際に、ジョブ・コーチプログラムに関する予

算措置並びにC/PのJCNMへの関与とその内容についても明確にする必要がある。 

3）JCNMは、本協力プロジェクト終了後のジョブ・コーチプログラムの持続的発展に重要な

役割をもつため、プロジェクト開始のできるだけ早い段階でJCNMの組織づくりに関するロ

ードマップを策定し、JCNMの十分な組織強化に取り組む必要がある。 

 

（3）技術面 

本プロジェクト期間中に、ジョブ・コーチ及び障害平等研修のトレーナー人材育成をマレ

ーシア人材で実施可能な体制を整える計画であり、本協力プロジェクト終了後においてもジ

ョブ・コーチ及び障害平等研修の両方において持続的発展が見込まれる。 
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３－６ 結論 

適切な障害理解に基づくジョブ・コーチプログラムの持続的発展のための体制を確立し、将来

的には雇用を通じた障害者の社会参加促進をめざす本プロジェクトは、マレーシア国及びわが国

の政策との整合性を確保しており、また相手国政府並びにターゲットグループのニーズとも合致

していることから、妥当性は高いと判断できる。 

また、ジョブ・コーチプログラムの持続的発展のための体制確立には、ジョブ・コーチ助成制

度の持続的全国展開、ジョブ・コーチに係る人材育成、そしてジョブ・コーチプログラムの主要

実施機関であるJCNMの組織強化が必要であり、加えて適切な障害理解促進のための障害平等研修

の活用が求められる。これら成果を掲げて、プロジェクト目標の達成をめざす本プロジェクトは

有効性が高い。 

効率性に関しても、フェーズ1で構築された関係機関とのネットワークや、既存の組織・体制を

活用する予定であることから、効率的かつ多面的な効果の発現が期待される。 

また、本プロジェクトでは、他省庁やNGO、企業等、多様な機関との連携促進による相乗効果

により、雇用に関する障害者の社会参加への、より大きなインパクトの発現が見込まれる。加え

て、企業独自の障害者雇用に関する取り組みや、個人そして社会に対する障害理解促進に対する

波及効果も期待される。 

持続性については、政策面、技術面において、ある一程度の確保が見込まれる。他方、組織面

に関しては、ジョブ・コーチプログラム実施の主要機関となる予定であるJCNMの組織的位置づけ

に関し未確定な要素が少なくないため、持続性確保のためには、人・物・資金の観点からJCNMの

十分な組織強化に取り組む必要がある。 

本プロジェクトでは、フェーズ1の成果を相手国政府が持続的に発展させるための体制の確立を

めざしており、プロジェクト開始段階から持続性の確保を見据えた取り組みが肝要であり、C/P並

びに関係機関のオーナーシップの醸成を優先とした活動展開が望まれる。ジョブ・コーチ及び障

害平等研修という手法を用いて、「社会モデル」を実践し障害者の権利を確保する本プロジェクト

での取り組みは、マレーシア国のみならず周辺国におけるモデルプロジェクトであり、今後の障

害者支援に対し多くの教訓や示唆を与えるものである。 

 



 

－21－ 

第４章 団員所感 
 

団長所感 

JICAマレーシア事務所次長 大久保 恭子 

 

日本の経験とリソースを活用し養成されたマレーシア人ジョブ・コーチ育成指導者15名、障害

者雇用を支援するためにジョブ・コーチサービスを利用した雇用主側の経済的負担を緩和するた

めの助成金制度の発足（女性・家族・地域開発省社会福祉局所掌）、障害者の社会参加促進に必要

な人々の意識変革を狙う「障害平等研修」の確立。こうしたアセットが2009年より実施されてき

た「障害者の社会参加支援サービスプロジェクト（フェーズ1）」の成果である。これらを活用し、

いかにジョブ・コーチサービスをマレーシア国全土に拡大するか、また、サービス内容及び利用

体制を改良発展、持続的なものとするか。これが、「障害者の社会参加支援サービスプロジェクト

（フェーズ2）」の最大のねらいである。個人の能力強化をベースに、ジョブ・コーチプログラム

という制度の強化に取り組むものである。このため、マレーシア国内でジョブ・コーチ育成のた

めの指導者を養成すること、同指導者によってジョブ・コーチを育成すること、ジョブ・コーチ

助成金利用者の拡大を図ること、ジョブ・コーチサービス利用者の雇用率を向上させること、そ

して、ジョブ・コーチサービスと障害平等研修に関するマレーシアの経験を他周辺国に提供する

ことを通じマレーシア自身の能力を一層向上させること、といった一連の活動を実践、発展させ

ていく計画となっている。 

こうした取り組みに対するカウンターパート機関のコミットメント及び士気は非常に高く、そ

して日本からの継続支援に対する期待は非常に大きいものがある。マレーシアにおいては、就労

支援は人的資源省労働局の所掌業務となっているが、人材不足などにより障害者の就労支援まで

には手が回らない状況にある。このため障害者福祉の枠組みにおいて、障害者の就労支援を女性・

家族・地域開発省社会福祉局が担っている。同局では、ジョブ・コーチ養成者数を同局のKey 

Performance Indicators（KPI）の1つにまで設定し、真剣に取り組んでいる（ジョブ・コーチサービ

ス推進は、「マレーシア第10次5カ年計画」に列記された障害者支援政策に合致していることも背

景にあろう）。 

本プロジェクト実施上の留意点としては、マレーシアでのジョブ・コーチプログラム展開の中

心組織として、「ジョブ・コーチネットワークマレーシア（JCNM）」という団体を如何に効果的に

制度化し、効率的なサービス提供を実現する組織として育て上げられるか、が挙げられる。JCNM

は、独立したNGOとして、フェーズ1協力により育成された15名のジョブ・コーチ養成指導者を母

体に形成される見込みで、ジョブ・コーチ養成指導者の育成、ジョブ・コーチ研修の実施、ジョ

ブ・コーチサービス助成金の運用等が主要業務となることが想定されている。つまり、社会福祉

局とともに、持続的かつ効果的なジョブ・コーチプログラム展開を担う中核組織となることが期

待されている。日本の経験などもベースに、ここをうまく支援していくことが重要である。 

本プロジェクトは、マレーシア経済の成長の陰で取り残された社会的弱者に対する支援の1つで

ある。中進国だからこそ、先方の財政的裏づけもあり、また人材の質も高い。日本の協力をうま

く吸収し発展させる能力をもっている。日本側としては、本プロジェクトをマレーシアにおいて

息長く取り組んできた障害分野支援の最終自立段階と位置づけ展開することが妥当であると思わ

れる。また、マレーシア自身が自国のこの先進的取り組みを他地域・他国に提供し国際社会に貢
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献することが重要であり、これによりマレーシアにおける障害者支援施策も持続的に発展するも

のと思われた。こうした視点をもちながら、本プロジェクトが展開されることを期待したい。 
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団員（障害者雇用）所感 

高齢・障害・求職者雇用支援機構 春名 由一郎 

 

１．本プロジェクトの全般的意義について 

マレーシアの障害者福祉は、地域に密着したCBR（Community-Based Rehabilitation：地域ベース

のリハビリテーション）センターが、保健所、障害者の教育、福祉行政等を一括して担っており、

アジアでも先進的な取り組みとみなされているが、就労を含む障害者の社会参加は十分に達成さ

れておらず、また、障害者雇用率制度はない。本プロジェクトは、このCBRセンターの職員等に

先進的な就労支援の訓練を実施するとともに、企業側にも障害理解と具体的な職場での支援手法

を普及することによって、マレーシアに適した形で、障害のある人も一般雇用を可能にするため

の、地域での社会参加支援と就労支援の統合的な取り組みを推進しようとするものである。 

 

２．現在までの達成状況 

2009年9月からのフェーズ1の3年間の取り組みにおいて、日本のNPO法人ジョブ・コーチネット

ワークの協力により、マレーシアの政府関係者、企業関係者、NGO関係者、CBRワーカー等に対

してジョブ・コーチ研修が実施された。その受講者が、ジョブ・コーチネットワーク・マレーシ

ア（JCNM）を組織し、その中核的メンバーにより、マレーシアにおける、マレーシア人によるジ

ョブ・コーチ研修のための、テキストと研修コースの開発、講師の養成、講師用のマニュアルの

作成が行われてきた。また、マレーシア政府は、ジョブ・コーチ助成金の制度を創設した。 

その成果として、マレーシアのCBRワーカー等の研修に適したマレーシア語のテキストと講師

による5日間のコース、企業関係者の研修に適した英語による3日間コースの開発を完了し、さら

に、実際の研修を踏まえてコースの改善にも取り組まれている。現時点では、ジョブ・コーチ研

修は各州が自発的に手を挙げて実施している。受講希望者は多く、１コースの定員36名に対し、

希望者は3倍程度ということであった。 

実際の研修内容は、標準的な知的障害者などへのジョブ・コーチの内容を統一的な形で網羅し、

講義と実習の時間配分、テキスト、実習用教材、さまざまな背景をもつ受講者への配慮等も含め、

JCNMの中核メンバーにより高度に練られたものである。障害者支援や就労支援に経験の浅い人で

も具体的なイメージが湧きやすいような、マレーシアでの支援事例の写真やビデオによる紹介等

の配慮もある。 

また、ジョブ・コーチ研修を受講者が関わる企業における障害者雇用の状況も、各障害者（知

的障害、聴覚障害、等）に合わせた仕事内容と職場での理解により、当該職務においては特に職

業的問題もなく障害のない従業員と同様に仕事を遂行できており、一般的な賃金を得て、高い定

着率を達成していた。これら企業担当者は、他の企業に対するよいモデルを提供できると考える。 

 

３．フェーズ2の課題 

2012年9月から3年間のフェーズ2においては、フェーズ1で開発されたマレーシアに適した就労

支援の形をマレーシア人自身で持続的に発展させられる体制を確立するとともに、マレーシア国

全土にこの取り組みを普及させることを目的として、JCNMの組織強化と研修規模の拡大が実施さ

れる。ただし、それ以外に、次のような課題も予期して準備しておける状況にあると感じた。 
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（1）CBRワーカーの支援体制の強化 

CBRワーカーは地域に密着した支援者であり、その人たちがジョブ・コーチの知識や技能を

得ることにより地域のさまざまな職場を見る目が変わり、障害者の就労可能性をより広く検討

でき、実際の就労支援にも関わるようになることが期待されている。これは本プロジェクトの

中核的な社会参加促進の仕組みである。しかし、わが国や諸外国の例をみても、従来の障害者

に対して保護的な福祉の担当者が、就労支援重視に転換することは必ずしも容易ではないため、

成果を継続的に確認していくとともに、次のような補強についても検討しておく必要があると

感じた。 

1）企業内ジョブ・コーチや、先進的企業担当者、他地域のモデル的ジョブ・コーチとの交流

促進 

就労支援に成功体験の少ないCBRワーカーだけでは、就労支援に「煮詰まる」ことが多く

なるように思う。実際の職場で活躍していたり、成果を上げているジョブ・コーチなどとの

交流を促進することが重要と思う。 

 

2）地域関係機関への就労支援の啓発と協力体制の検討 

地域の中で一部のCBRワーカーだけが就労支援を担当する状況は「燃え尽き」の原因とな

る。CBRワーカーが一人で就労支援を実施するのではなく、地域全体で生活面なども一定的

に就労を支えられる体制の中で、ジョブ・コーチが活躍できる体制を制度整備、あるいはビ

ジョンとして示し、好事例を取集して、普及していく必要があると考える。 

 

（2）精神障害者等への対応 

マレーシアにおいても、気分障害の復職、脳卒中や外傷による高次脳機能障害者の復職等の

課題は既に大きくなりつつある。現在のジョブ・コーチ研修は、これらの課題に十分に対応で

きるものではないが、既に、マレーシアでも先進的な取り組みが見られるようになっており、

検討を始めておくとよいと考える。例えば、SOCSOのケースワーカー、インターコンチネンタ

ルホテルの人事部長等は、既に精神障害者の就労支援に取り組み、医療機関との連携、病気を

含む障害理解等の優れた取り組みにより成果を上げている。これらの経験者による検討により、

新たな研修モジュールを加えることが可能と考える。 

 

（3）日本でのジョブ・コーチ研修内容 

これまでの日本でのジョブ・コーチネットワークによるジョブ・コーチ研修は、優れた実績

を上げており、これまでの積み重ねからマレーシアの状況を踏まえた研修を実施できると考え

られ、また、JCNMからの継続の要望も高いため、引き続いて連携することが適当である。 

ただし、今後、上述のようなマレーシアにおいても予期される課題に対して、次のような日

本の成功事例はヒントとして提供することに意義があると考える。 

1）ハローワークの地域障害者就労支援事業（チーム支援） 

就職前から就職後まで継続して、職業相談、職場実習、職場開拓、職場適応、職場定着ま

で個別的に、関係機関のチームで実施する体制。各機関が定期的に顔を合わせられるような

地域のさまざまな連携事業、ケースワーク的な連携の受け皿となるケース会議等の仕組み。 
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2）障害者職業センターのリワーク支援 

気分障害者の復職支援において、主治医と職場と密接に連携しながら、ジョブ・コーチ等

も活用する。 
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団員（公的雇用政策）所感 

厚生労働省大臣官房国際課国際協力室  荒木 勲 

 

１．今回の調査の主要論点 

対処方針会議より、次期プロジェクト（以下「フェーズ2」という。）の目標設定等にあたって

次の3点が詳細計画策定調査の主要論点として挙げられていた。 

（1）プロジェクト要請背景について 

（2）プロジェクト目標、成果及び活動について 

（3）マレーシア政府の体制について 

以下、所感を列挙する。 

 

２．調査結果 

（1）プロジェクト要請背景について 

現在マレーシアにおいて「障害者の社会参加支援サービスプロジェクト（フェーズ1）」（フ

ェーズ1）が実施されている。ジョブ・コーチ制度は、フェーズ1でマレーシアに初めて導入さ

れた制度である。 

クランタンで行われたCBR職員向けのジョブ・コーチ研修を視察した際、講師のレベル及び

研修プログラムは一定レベル以上のものとの印象を受けたが、研修員を指導する講師のリソー

スがまだまだ不足しているマレーシアの現状から、フェーズ1で得られた成果の持続的発展及

びその全国展開のため、引き続き日本政府が協力する意義は高いと考えられる。 

 

（2）プロジェクト目標、成果及び活動について 

フェーズ2のカウンターパート機関である、女性・家族・社会開発省等との協議において、

プロジェクト目標、成果及び活動内容について容易に合意することができたことは、フェーズ

1において、プロジェクト専門家と女性・家族・社会開発省がジョブ・コーチ制度の導入につ

いて共通認識のもと、取り組んだ結果と評価できる。 

フェーズ2のプロジェクト目標は、ジョブ・コーチ制度の持続的発展及び全国展開となった

が、フェーズ2の専門家には、常に評価5項目を意識し、フェーズ1の単純な延長とならないよ

う留意した活動が求められる。 

 

（3）マレーシア政府の体制について 

ジョブ・コーチ制度の助成金制度について2011年末から開始された。フェーズ1のカウンタ

ーパート機関が女性・家族・社会開発省社会福祉局長であったため、予算獲得などに時間がか

かり助成金制度導入が遅延したと考えられる。ジョブ・コーチとしては完成された制度であっ

ても、対象者が増加した時には助成金予算の財政問題が生じるため、その意味でも、カウンタ

ーパートが同省事務次官となったことは予算確保のための好材料と考えられる。 

 

３．まとめ 

日本政府が行う技術協力については、当該国が実施する諸政策と合致している必要があるが、

フェーズ1でマレーシアに導入されたジョブ・コーチ制度は、女性・家族・社会開発省社会福祉局
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の「障害者政策」に記載されている。ただ、障害者の社会進出を雇用創設と結び付けるためには、

女性・家族・社会開発省にとどまらず、マレーシア政府が行う障害者雇用政策の1つとしてジョブ・

コーチ制度が位置づけられるなど、フェーズ1で協力体制を構築できていない労働分野を管轄する

人的資源省や内閣府との関係は必須と考えられる。 

雇用と福祉は不可分の関係であるため、フェーズ2の専門家には、障害者の雇用・社会参加の促

進の観点から障害者福祉の前提となる日常生活支援、医療及び教育等の充実など、ジョブ・コー

チ制度のみに依存するのではなく、他の施策と雇用政策との連携を図り、人的資源省及び内閣府

等と連携・協力しながら幅広い政策手法を模索することが求められる。 

 



付 属 資 料 

 

１．評価グリッド 

 

２．面談記録 

 

３．署名済みM/M 

 

４．署名済みR/D 

 

（注）本調査は前フェーズからのシームレスなプロジェクト開始を担保する為、M/M

とR/Dを同時に署名することを前提に実施された。本報告書では同日に署名さ

れたM/MとR/Dを付属資料として収録する。 
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１．評価グリッド
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２．面談記録

日 時：2012年6月18日（月）14:00～15:00 

面談者：Daily Farm（大型商業施設であるGiantの1店舗にて障害者が働く場を見学。Giantはジョ

ブ・コーチ手法を取り入れ、障害者雇用を行っている。） 

Mr. Nesan（ジョブ・コーチに関する本邦研修に参加、ジョブ・コーチ・ネットワーク・

マレーシア（JCNM）のメンバー） 

Mr. Rizam ABD Dani 

Mr. Mustaffa Abdul Razak 

訪問者：（調査団）荒木氏、春名氏、西村氏、清水 

（プロジェクト）久野専門家、四方専門家、Swee Lan氏 

場 所：Giant, Hypermarket Bandar Kinrara店 

１．Giantの障害者雇用に関する取り組み 

（1）現在、ジョブ・コーチのアプローチを用いて157名の障害者を雇用している。売り場やレジ、

ITセクション等で勤務。うち、知的障害者は70％、身体障害者15％、聴覚障害者5％、その他

（ダウン症等）10％である。待遇は他の職員と同じ（1日8時間、週6日勤務、給与900RM/月）。

全員、障害者就労支援金（EPC）を受給している。 

（2）2012年末までに190名の障害者雇用をめざす。 

（3）障害者の雇用は、NGOによる広報を通じての応募、政府機関による紹介、障害者個人による

応募がある。 

（4）障害者雇用の際には、徐々に仕事に慣れるためのインターンシップ期間（客のいない早朝シ

フト1カ月、通常シフト2カ月の計3カ月）を設けている。また、障害をもつ職員のバディとし

てシニアレベルの職員を任命し、仕事や職場環境への適応をサポートする体制を整えている。 

雇用した全障害者の3％が離職し、その理由は主に家族の事情とのことである。 

 

２．Nesan氏へのインタビュー 

（1）障害者雇用を通じ、職員の障害（者）に対する認識（mindset）の変化がみられる。 

（2）マレーシア人の労働人口不足を補うため、外国人労働者を雇用する場合が多いが、外国人労

働者の雇用は、追加の手当て支給や高い離職率など、企業にとってのデメリットは少なくない。

一方で、障害者の離職率は大変低く、一生懸命働くうえに職場での約束事も守る。政府からの

優遇措置もあるため、障害者雇用は企業にとっても大変有益である。 

（3）（「ジョブ・コーチを全国展開するには」という質問に対し）①より多くの企業を巻き込む、

②障害者雇用の利点を周知する、③政府による優遇措置を充実させる。企業によるジョブ・コ

ーチの活用を促進するためには、本邦研修が有効であろう。 

（4）（JCNMについて）マレーシアでのジョブ・コーチに関する成果を近隣諸国に広げる活動展開

が望ましい。そのためにはJCNMをリージョナルなものにする必要がある。 

（5）ジョブ・コーチの全国展開には、政府のイニシアティブが必須である。 

 

３．所感 

（1）Giantの売り場で働く障害者へのインタビューも行ったが、仕事内容や職場環境に関し特に問

題はない様子であった。それぞれの能力を生かした形で、担当業務が決められており、周りの

職員とのコミュニケーションも適切になされているようである。 

（2）Nesan氏はJICAが2005年7月から2008年7月の3年間に実施した「障害者福祉プログラム強化の
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ための能力向上プロジェクト」のころからJICA専門家と障害者就労に関して協働してきた実績

があり、マレーシアの民間企業における障害者就労支援の先駆け的な存在である。いまだ多く

の事業所が障害者を慈善的視点で雇用を進めているのと相反して、Giantでは、これまでプロジ

ェクトが推進してきた障害者の社会モデルのもと、必要な配慮には気を配りながらも障害をも

った従業員を特別視することなく雇用している点に、これまでのプロジェクトのインパクトを

見出すことができる。 

以上 
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日 時：2012年6月18日（月）16:15～17:15 

面談者：Intercontinental, Kuala Lumpur（KL市内の5っ星ホテル、障害者雇用を実施） 

Ms. Wendy Ho （ジョブ・コーチに関する本邦研修に参加） 

訪問者：（調査団）荒木氏、春名氏、西村氏、清水 

（プロジェクト）四方専門家、Swee Lan氏 

場 所：Intercontinental, Kuala Lumpur 

１．障害者雇用に関する取り組み 

（1）洗濯・クリーニング部門に5名、皿洗いとして1名、事務所に1名の障害者を雇用。事務所勤

務の男性は精神障害を持ち（勤務中の事故により統合失調症を発症と診断されている）、SOCSO

のReturn to Work Programmeを通じて同ホテルに就職。他の障害者はNGOから派遣されるジョ

ブ・コーチを活用。 

（2）待遇は、ほかの職員と同じ（勤務時間が健康状態による精神障害の男性を除く）。 

（3）昨年から障害者雇用を始めたが、職員は徐々に彼らを同僚として受け入れるようになってい

る。 

（4）Intercontinentalの戦略（インターナショナルレベル）に、CSRの推進が掲げられており、CSR

の一環として障害平等研修（DET）を実施。DETをきっかけに、7名の職員をジョブ・コーチ研

修に派遣した。 

（5）2012年末までに10名の障害者雇用をめざす（全職員数は420名）。 

 

２．事務所で働く障害者（精神）へのインタビュー 

（1）Intercontinentalで仕事を始めて約1カ月経過。以前はフィナンシャル・アドバイザーとして他

企業に勤務。 

（2）SOCSOのケースマネジャーから随時サポートを受けている。ケースマネジャーは、電話や事

務所訪問を通じ適宜自身の様子を確認してくれ、心配なことはないかと話を聞いてくれる。そ

のほかにも相談を通じて勇気づけてくれたり、薬の飲み忘れがないか確認してくれるので大変

助かっている。 

 

３．Wendy氏へのインタビュー 

（1）ジョブ・コーチ活用のためのジョブ・コーチサービス（政府助成金）を使用しているが、必

要な書類はジョブ・コーチ提供側のNGOが整えており、ホテル側はサインをするだけで企業と

しては活用しやすい（その反面、申請するジョブ・コーチ側は書類の準備など負担が大きい、

と四方専門家よりコメント）。 

（2）本邦研修では、障害者雇用に関し、障害者のサポート体制や雇用に関するシステムについて

学び、大変勉強になった。 

（3）SOCSOのReturn to Work Programmeは企業での認知度が高いため、SOCSOを通じ障害者の雇

用推進を図ることが有効であろう。また、障害者雇用による政府の優遇措置の充実も必要であ

る。 

（4）ジョブ・コーチを派遣しているNGO Cheshire Home Selangorでは、独自に障害者向けのプロ

グラムを実施しており、山登りなど職場以外でのエンパワメント活動を実施している。障害者

にとってこのような社会的活動は大変有用であり、その影響は大きいと思う。 
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４．所感 

Wendy氏は、現プロジェクトで行った障害平等研修を通じて障害者雇用について興味をもち始め、

現在に至る。次フェーズにおいても重要なステークホルダーになると思料されるが、こうした人

材とのネットワークを切らすことなく次フェーズを実施することが重要と考えられる。 

 
以上 
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日 時：2012年6月19日（火）15:00～16:00 

面談者：Air Asia（DETを実施） 

Mr. Zaman Ahmad, Customer Experience and Technology、他職員3名 

Barrier-free Environment and Accessible Transport （BEAT） 

代表 Ms. Christine 

訪問者：（調査団）大久保恭子団長、荒木氏、春名氏、西村氏、清水 

（JICAマレーシア事務所）大久保美穂氏 

（プロジェクト）久野専門家、四方専門家、Swee Lan氏 

場 所：Air Asia Academy 

１．Air Asia及び障害平等研修について 

（1）現在の職員数は1,100人。飛行機が離着陸するステーションは78カ所。今後5年間で飛行機数

を現在の115機から500機に増加することを目標としている。 

（2）Air Asiaでは2008年以降、全職員を対象に障害平等研修を実施している。障害者の搭乗を拒否

していたAir Asiaに対し、2007年、BEATがプロテストを実施したことがきっかけである。Air Asia

のサービス向上をめざし、障害平等研修の実施をBEATが提案し、実施に至った。 

（3）現在もBEATから講師を派遣する形で障害平等研修を実施している。講師謝金などの費用は

Air Asiaが負担している。 

 

２．Zaman氏よりインクルーシブなサービス提供について説明 

（1）サービスをインクルーシブなものにするには、アクセシブルなインフラ整備（車いすなどの

機材を含む）と職員の障害に対する認識（mindset）の変革が必要である。 

（2）アクセシブルなインフラ整備に関しては、60％程度整っていると認識している。ただし、機

材購入などは各航空会社が自社負担で行っている状況であり、乗客数ピーク時の需要に合わせ

ることは容易ではない（低価格で最低限のサービス提供を行うLCCのビジネスモデルとインク

ルーシブなサービス提供を行っていくことの矛盾）。アクセシブルなインフラ整備に関しては

政府や政府管轄の空港が責任を負っていると認識しており、これら機関のイニシアティブを促

進するためには、彼らの意識向上を図る必要がある。また、他の航空会社も含めた関係機関と

協働し（コストの共同負担を含む）、より良いサービス提供をめざすべきであろう。 

（3）インクルーシブなサービス提供を行ううえで、職員の障害に対する認識の変革が最重要課題

であると考えている。どのように障害者をサポートすればよいかという技術だけではなく

（Disability Related Service Training）、障害に対する認識そのものの変革が重要であり、障害平

等研修は後者に大変有益である。 

（4）インクルーシブなサービス提供を更に推進するためには以下が有益であろう。①政府による

優遇措置（例：機材購入に対する助成金）の強化、②積極的にインクルーシブなサービス提供

を行っている企業の表彰、③インクルーシブなサービス提供に関する企業レベルの評価。 

（5）これまでサービス向上に取り組んできたが、自分たちがどの段階（レベル）にあるか、（プ

ロジェクト/JICAに）評価をお願いしたい。 

（6）（BEAT代表Christine 氏より）DETに興味をもつ企業が増えてきているが、DETトレーナーの

不足が課題である。次期プロジェクトには、更なるDETトレーナーの育成をお願いしたい。 

 



 

－38－ 

３．所感 

Air Asiaは障害平等研修のみならずオペレーターとして、障害者雇用を進めている企業であり、

更なる障害者雇用に意欲を示すなど、社の雰囲気も相まって先進的な取り組みを積極的に行う印

象を受けた。今後は障害者雇用を一般に周知していくうえでAir Asiaのもつ存在感を活用して取り

組むことができればJICAとしても新しい取り組みになり得ると考えられる。 
以上 
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日 時：2012年6月20日（水）15:00～16:00 

面談者：Ministry of Human Resources, Labour Department（労働局） 

Mr. Mohd Jeffrey Bin Joakim, Director General of Labour 

Mr. Mohd Asri Bin Abdul Wahab, Director of Labour Standard 

他職員5名 

訪問者：（調査団）荒木氏、春名氏、西村氏、清水 

（JICAマレーシア事務所）大久保美穂氏 

（プロジェクト）久野専門家 

場 所：労働局 

１．Jeffrey総局長より労働局からの障害者雇用に関する説明 

（1）障害者雇用に関する労働局の主な取り組みは以下のとおり。①障害者による起業に対する機

材購入費などの支弁、②労災者の職場復帰をめざすReturn to Work Program〔実施は外郭団体で

ある労働災害保険機構（SOCSO）が担当〕。 

（2）マレーシアでの雇用に関する課題の1つには、低い定着率が挙げられるが、ジョブ・コーチ

は障害者以外の人にとっても有効な手段と成り得るであろう。また、元麻薬常習者やホームレ

スの社会復帰にもジョブ・コーチ活用の可能性がある。 

（3）上記に挙げたキャパシティビルディングという観点からJob Malaysia（労働局管轄下のマレー

シアにおける公的雇用サービス実施機関）においてジョブ・コーチセミナーを是非行ってもら

いたい。 

（4）労働局としてプロジェクトには積極的に協力していきたいと考えているので、次フェーズで

担うべき役割は何か明示してもらいたい。 

 

２．プロジェクト/JICAからの依頼 

（1）ジョブ・コーチの全国展開のために、労働局及びSOCSOの更なる協力をお願いしたい。まず

ジョブ・コーチを理解いただくために、職員のジョブ・コーチ研修受講も一案である。また、

これまでと同様に、JCCへの積極的参加をお願いしたい。 

（2）今フェーズ最後のJCCを7月上旬に予定しているので、出席をお願いしたい。 

（3）今回のような意見交換の機会を、今後も定期的に開催願いたい。 

（注：すべての提案に対して局長はじめ関係者からは前向きな返答が得られた） 

 

３．所感 

訪問前の印象とは違い、プロジェクト側への積極的な姿勢を確認できたことは次フェーズに向

けて好材料であると考える。一方でこの姿勢が一時的なものではなく、JCCをはじめとした協議の

場に今後労働局が参加してくるかどうか、慎重に見極めたうえで今後の協力を考える必要がある。 

 
以上 
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日 時：2012年6月21日（木）13:00～14:00 

面談者：ジョブ・コーチ・ネットワーク・マレーシア（JCNM） 

Ms. Yeo Swee Lan（第1フェーズのローカルコンサルタント） 

Ms. Yeong Moh Foong, Lead Coordinator, United Voice 

他JCNMメンバー2名 

訪問者：（調査団）大久保恭子団長、荒木氏、春名氏、西村氏、清水 

（JICAマレーシア事務所）大久保美穂氏 

（プロジェクト）久野専門家 

場 所：福祉局 

１．Swee Lan氏よりJCNMについて説明 

（1）JCNMのメンバーは現在15名。全員ジョブ・コーチトレーナー研修受講者であり、それぞれ

企業やNGOに所属している。15名の内訳は、SOCSO職員4名、福祉局職員4名、NGO職員5名、

JICAコンサルタント1名。 

（2）会合を年4回程度開催。グループメールにて、頻繁にコミュニケーションを取り合っている。 

（3）現在JCNMは、福祉局傘下にあり、研修モジュール開発などに使う独自の予算は持たない（現

在はプロジェクトが負担）。会合への参加にかかる交通費は各所属団体が支給している。 

（4）JCNMの主な活動は、①ジョブ・コーチ育成、②ジョブ・コーチサービス（政府助成金）へ

の申請書の処理（内容確認、承認等）、③ジョブ・コーチ研修モジュールの改善。 

（5）ジョブ・コーチ育成は、以下機関と協働し実施している。費用は研修を実施する各機関が負

担。①マレーシア社会機関（Institute Social Malaysia：ISM）（政府向け）、②社会開発福祉協会

（National Council for Welfare and Social Development）（NGO及びCBR向け）、③企業（ロジ調整

も料金を取りJCNMが行っている）、④その他（大学等）。 

 

２．次フェーズでのJCNMの活動展開について 

（1）ジョブ・コーチの全国展開には、地域のCBRやNGOとの協働が必要である。また、広く企業

にアプローチしていくには、SOCSOとの協力が有効であろう。 

（2）現フェーズにてジョブ・コーチ紹介の企業向け研修を実施しているが、企業の反応は大変良

く、ジョブ・コーチの活用や障害者雇用につながるケースもある。ジョブ・コーチの全国展開

を行う際には、まず企業にジョブ・コーチを知ってもらい、理解を得ることが重要であろう。 

（3）（JCNMの組織的位置づけに関し、福祉局傘下のままとするか、独立させNGOとするか、福祉

局内で議論がなされている。本件に関しJCNMとしての意見を聞いたところ）福祉局傘下の場

合、JCNM独自の予算を持つことができないため、独立したNGOとしての位置づけが良いとい

うのが共通意見である。 

（4）他方、現時点では独立したジョブ・コーチサービス予算は福祉局内で確保されておらず（現

在はCBR予算の一部として計上し、年度末で余った予算をジョブ・コーチプログラムに積極的

に取り組んでいるCBRに執行し、そこからプログラムに必要な財源を出しているとのこと）、

NGOとなった場合、資金面で独自に活動を継続していけるか疑問である。また、JCNM専任の

職員を1名雇用する必要があるが（現在は、プロジェクト雇用のローカルコンサルタントが事

務局機能を果たしている）、その費用も課題である。福祉局の職員によると、NGO登録を行え

ば助成金を得られるとのことであるが、JCNMと福祉局双方に今後の明確なビジョンが共有さ
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れていない。 

（5）今後ジョブ・コーチプログラムを全国展開させていくにあたって、地方におけるメンバーを

育成することが重要となるが、いまだJCNMが組織として体制が整っていないため多くの人に

アプローチすることに、現時点では慎重である。 

 

３．所感 

プロジェクトによると今年中（2012）にJCNMの位置づけを関係機関で協議し、方針を策定する

予定となっているそうなので、次フェーズ初期における重要な懸案事項といえる。 
以上 
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日 時：2012年6月22日（金）15:00～16:00 

面談者：労働災害保険機構（Social Security Organization：SOCSO, マレー語での略称はPERKESO）

Dr. Mohammed Azman Aziz Mohammed, Deputy CEO 

Ms. Gaya（ジョブ・コーチに関する本邦研修に参加、JCNMメンバー） 

訪問者：（調査団）荒木氏、春名氏、西村氏、清水 

（JICAマレーシア事務所）大久保美穂氏 

（プロジェクト）久野専門家、四方専門家 

場 所：Menara Perkeso, Jalan Ampang, Kuala Lumpur 

１．Azman副代表よりSOCSOの説明 

（1）SOCSOは、マレーシア全土に46カ所の支所を有しており、首都近郊にケースワーカー35名、

ジョブ・プレースメントオフィサー8名を配置している。 

（2）Return to Work Programmeにより、年間1,000人の労災者が仕事復帰を果たしている。 

（3）Return to Work Programmeにおいてジョブ・コーチのアプローチは大変有効であり、特にトラ

ウマや精神障害を抱えている労災者へのサポートに適用できるであろう。 

（4）双方の利益になるのであれば、次フェーズへの協力は惜しまない。次フェーズでの詳細な協

力計画を策定する必要がある。 

（5）（ジョブ・コーチの全国展開に関するアドバイスのお願いに対し）外資を含む大企業が集ま

っている大都市に比べ、零細企業や小売店が多数を占める地方での障害者雇用推進は容易では

ないであろう。一方、Return to Work Programmeにおいて、地方での労災者の再就職の成功例も

少なくないので、ジョブ・コーチの全国展開も可能であろう。 

 

２．Gaya氏からの聞き取り 

（1）（JCNMでの活動と本業の両立について当方より質問）本業との両立は特に問題ではない。 

（2）JCNMには、NGOや企業を含むさまざまな機関に所属しているメンバーが集まっており、ジ

ョブ・コーチに関するそれぞれの知見を交換できるため、SOCSOでの業務にも大変有用である。 

 

３．所感 

四方専門家曰く、JCNMには福祉系のメンバーが多いなかでGAYA氏の労働行政的視点は訓練モ

ジュールを作成する際に非常に示唆に富むものだったとのこと。障害者雇用を促進していくうえ

で福祉分野のみならず労働分野からのインプットが非常に重要であることを示すエピソードとい

える。幸いにもSOCSOはプロジェクトに対して非常に友好的であり、既に地方でのジョブ・コー

チ研修を行う際に現地の事業所を紹介してもらうなど協力関係にある。次フェーズにおいても

SOCSOからの民間企業、労働行政へのアプローチを踏襲するべきと思料する。 
以上 
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